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登
載
申
請
を

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
、
農
業
委

員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
が
調
製
さ
れ

ま
す
。
選
挙
人
の
資
格
が
あ
る
人
は
、

こ
の
名
簿
へ
の
登
載
を
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
書
は

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
（
市
役
所
４
階
）
に
あ
り

ま
す
。

資
格

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成

20
年
３
月
31
日
現
在
20
歳
以
上
の

人
で
、

10
ア
ー
ル
以
上
の
農

地
を
耕
作
し
て
い
る
人
　

の
人
と
同
居
す
る
親
族
（
６
親
等

以
内
）
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
で
、

年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に

従
事
し
て
い
る
人
　

10
ア
ー

ル
以
上
の
農
地
に
つ
い
て
耕
作
の

業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組

合
員
、
社
員
、
ま
た
は
株
主
で
、

年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に

従
事
し
て
い
る
人

申
請
期
限

平
成
20
年
１
月
10
日

申
請
書
提
出
先

農
業
委
員
会
事

務
局
（
市
役
所
３
階
）

問
い
合
わ
せ
先

選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局

30

６
１
３
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23
４
５
５
１
番

配
偶
者
暴
力
防
止
法
が

変
わ
り
ま
す

配
偶
者
暴
力
防
止
法
が
平
成
20
年

１
月
11
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。
主
な

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

保
護
命
令
制
度
の
拡
充

生
命
、
ま
た
は
身
体
に
対
す
る

脅
迫
を
受
け
た
被
害
者
に
係

る
保
護
命
令

電
話
な
ど
を
禁
止
す
る
保
護
命

令被
害
者
の
親
族
等
へ
の
接
近
禁

止
命
令

市
町
村
基
本
計
画
の
策
定
の
努
力

義
務

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

に
関
す
る
改
正

裁
判
所
か
ら
配
偶
者
暴
力
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
の
保
護
命
令
発
令

の
通
知

問
い
合
わ
せ
先

市
民
交
流
課

30
６
１
１
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22
１

３
９
８
番
、

子
ど
も
青
少
年

課
23
９
５
９
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１
７
６
８
番

※
ま
た
、
内
閣
府
で
は
配
偶
者
か
ら

の
暴
力
被
害
者
支
援
情
報
サ
イ
ト

http://w
w

w
.gender.go.jp/

e-vaw
/index.htm

を
開
設
し
て

い
ま
す
。
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彦
根
市
で
は
、
効
果
的
で
効
率
的
な
行
財
政
運
営
を
行
う
た
め
、

平
成
11
年
度
か
ら
行
政
評
価
の
一
環
と
し
て
事
務
事
業
評
価
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
18
年
度
か
ら
は
施
策
に
対
す
る
評
価
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
の
概
要
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
、
彦
根
市
が
行
っ
た
施
策
評
価
お
よ

び
、
事
務
事
業
評
価
に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
提
言
を
い
た
だ
き
、
限
ら
れ
た
行
政
資
産
の
効
率
的
な
執
行
に
、
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

◆
公
表
す
る
施
策
・
事
務
事
業
は
…

予
算
執
行
に
係
る
も
の
と
し
て
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
度
よ
り
施
策
評
価
を
実
施
し
た
こ
と
か
ら
、

彦
根
市
に
お
け
る
全
て
の
施
策
で
あ
る
、
55
の
施
策
と
３
つ
の
構
想
の
推
進
を
あ
わ
せ
た
58
項
目
に
つ
い
て
公
表

し
、
歳
入
に
つ
い
て
は
、
彦
根
市
が
料
金
を
決
定
す
る
使
用
料
や
手
数
料
な
ど
の
う
ち
、
31
事
業
に
つ
い
て
事
務

事
業
を
公
表
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
評
価
調
書
な
ど
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
支
所
・
各
出
張
所
に
備
え
て
い
る
ほ
か
、

彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
ご
意
見
・
ご
提
言
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

よ
り
効
果
的
、
効
率
的
な
市
政
を
実
現
す
る
た
め
に
、
評
価
調
書
な
ど
の

充
実
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
提
言
な
ど
を
ぜ
ひ
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
や
ご
提
言
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー(

市
役
所
１
階)

、
支
所
・
各
出

張
所
に
備
え
た
用
紙
に
記
入
し
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
に
あ
る
意
見
箱
に
投

か
ん
す
る
か
、
支
所
・
各
出
張
所
の
窓
口
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
彦

根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
行
政
評
価
コ
ー
ナ
ー
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
（
意
見
書
き

込
み
欄
）
に
書
き
込
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ご
意
見
・
ご
提
言
は
、
平
成
20

年
１
月
末
ま
で
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

企
画
課

30
６
１
０
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22
１
３
９
８
番

※
評
価
調
書
な
ど
に
書
か
れ
た
事
業
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
各

担
当
課
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。
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平
成
20
年
度

入
札
参
加
申
請
の
受
付

平
成
20
年
度
に
彦
根
市
が
発
注
す

る
物
品
供
給
等
、
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
、
そ
の
他
委
託

等
業
務
、
建
設
工
事
の
入
札
等
に
参

加
を
希
望
す
る
人
の
、
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
の
受
付
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
。

受
付
期
間

次
の
各
期
間
内
の
月
・

火
・
水
曜
日
に
行
い
ま
す
（
祝

日
・
休
日
を
除
く
）。

◆
物
品
供
給
等
　
平
成
20
年
１
月
15

日

〜
同
30
日

◆
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

業
務
、
そ
の
他
委
託
等
業
務
　
平

成
20
年
２
月
４
日

〜
同
13
日

※
た
だ
し
、
平
成
19
年
度
に
申
請
し

た
市
外
業
者
は
、
今
回
申
請
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
建
設
工
事
　
平
成
20
年
２
月
18
日

〜
３
月
５
日

※
た
だ
し
、
平
成
19
年
度
に
申
請
し

た
市
外
業
者
は
、
今
回
申
請
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
同
11
時
30

分
と
午
後
１
時
〜
同
４
時

受
付
場
所

契
約
監
理
室
（
市
役

所
別
館
２
階
）

申
請
書
な
ど
の
交
付

平
成
20
年
１

月
７
日

〜
（
同
日
以
降
、
彦
根

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す
）

※
受
付
期
間
内
に
申
請
が
な
い
場
合

は
、
平
成
20
年
度
の
入
札
参
加
資

格
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
資

格
の
期
限
切
れ
に
伴
う
通
知
は
行
い

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

契
約
監
理
室

30
６
１
１
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22
１

３
９
７
番

税
申
告
用
の
保
険
料
の

納
入
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

平
成
19
年
中
に
お
支
払
い
に
な
っ

た
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）、
介
護

保
険
料
（
普
通
徴
収
分
）
の
納
入
額

を
平
成
20
年
１
月
下
旬
に
は
が
き
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
所
得
税
・
市
県

民
税
の
申
告
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課

30
６
１
３
７
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22
１

３
９
８
番

※
フ
ァ
ク
ス
で
の
問
い
合
わ
せ
は
、

番
号
を
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

雪
の
季
節
で
す

除
雪
作
業
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

本
格
的
な
雪
の
季
節
と
な
り
ま
し

た
。
彦
根
市
で
は
、
積
雪
時
に
市
内

幹
線
道
路
の
除
雪
を
計
画
し
て
い
ま

す
。
大
型
車
両
で
の
除
雪
と
な
る
た

め
、
作
業
の
安
全
確
保
な
ら
び
に

円
滑
化
を
図
る
た
め
に
も
、
作
業

の
妨
げ
と
な
る
路
上
駐
車
な
ど
が

な
い
よ
う
に
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

道
路
河
川
課

30

６
１
２
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24
５
２
１
１
番

製造事業所の皆さん
工業統計調査にご協力ください

12月31日を基準日として、全国一斉に工業統

計調査が行われます。

工業統計調査は、製造業を営む事業所を対

象として、その活動実態を明らかにすること

を目的として行われます。

年末を控え、何かとお忙しい中ですが、調

査員がお伺いしますので、ご協力をお願いし

ます。

なお、調査票に記入していただいた内容は、

統計法に基づき秘密は固く守られますので、

正確な記入をお願いします。

問い合わせ先

企画課 30 6101、FAX22 1398


